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地 に備えよう震
日本は世界有数の地震国 「共助」の大切さを実感

　世界有数の地震国である日本は、昔から地震による多
くの被害を受けてきました。近年では、東日本大震災や
阪神・淡路大震災など、大きな地震が繰り返し発生して
います。
　地震はいつ、どこで発生するか分かりません。毎年１
月 15 ～ 21 日は「防災とボランティア週間」、17 日は「防
災とボランティアの日」です。この機会に、地震が発生
した場合の行動や日頃からの備えについて確認しておき
ましょう。

　昨年 11 月 22 日に長野県北部で発生した地震では、
地域住民の皆さんが倒壊家屋に生き埋めになった人を救
助するなど、初動段階における「共助」の取り組みによ
り多くの命が助けられました。また、東日本大震災や阪
神・淡路大震災でも、救助活動のほか、避難誘導や避難
所運営、炊き出しなどで地域の力が災害時に大きな役割
を果たすことが改めて認識されました。
　普段からの地域のコミュニケーションや自主防災組織
の活動が、大規模災害時に住民の命を救うことにつなが
ります。もしものときに備え、地域の自主防災訓練やイ
ベントなどに積極的に参加し、地域の人との交流を深め
ましょう。

家庭でできる日頃の備え

●落ち着いて自分の身を守る
●揺れが止まればすばやく火の始末
●ドアや窓を開けて逃げ道を確保

緊急地震速報を活用して身を守ろう

　緊急地震速報は、最大震度５弱以上を推定した地震の際に、強い揺れ（震度４以上）が予
測される地域に、テレビやラジオ、まいづるメール配信サービス、緊急速報メールなどを通
じて発表されます。発表から強い揺れが来るまでの時間は、数秒から数十秒しかありません。
その短い間に慌てず、自分や家族の身を守ることを優先に行動しましょう。
※震源に近い地域では、緊急地震速報が揺れに間に合わないことがあります。

●火元を確認し、出火していたら初期消火
●家族の安全を確認
●非常時持出品を手元に用意する

●隣近所の安否を確認
●余震に注意

●ラジオなどで正しい情報を確認
●家屋倒壊などのおそれがあればすぐ避難

●さらに出火防止を
　（ガスの元栓を閉める、電気のブレーカーを切る）

●消火・救出活動

▪家族との連絡方法・集合場所の確認 ▪非常時持出品・備蓄品の用意 ▪家の内外の安全対策・点検

地震発生時のとるべき行動は…

地震発生

★

１～２分

３分

５分

５～ 10 分

10 分～数時間

避難するときは…

▶慌てず落ち着いて
▶落下物に注意
▶車ではなくできるだけ徒歩で
▶割れたガラスなどを踏まない
　ように靴をはく

屋外の広い
場所へ避難

地震避難広場
へ避難

家屋崩壊の
おそれがない
場合は自宅に

待機

広域避難所へ避難（市が開設）※必要に応じて避難

※大津波警報、津波警報、津波注意報が発表された場合は、
できる限り高い場所へ避難してください。

▶詳しくは、危機管理・防災課（☎ 66・1089）へ。
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パブリック・コメント手続制度

子ども・子育て支援の充実に向けて
計画（案）に対する意見の結果

子育て

※計画２-(4)- ② - ３の概要
 ２  計画の内容  (4) 地域子ども・子育て支援事業
　　　　　　　   ② 一時預かり、子育て援助活動支援事業
　　　　　　　 　　 （病児・緊急対応強化事業を除く）
　　　　　　　   ３ 子育て短期支援事業
　　　　　　　 　　 （トワイライトステイ）

意見の概要 市の考え方

計画（案）の修正などを行うもの
　舞鶴幼稚園の考え方に賛
同し通わせたいと思ってい
るが、仕事を持つ母親にとっ
て預かり保育がないと厳し
いものがある。私立幼稚園だ
けでなく、舞鶴幼稚園でも実
施していただきたい。

　公立幼稚園での預かり保
育のニーズも高まってきて
おり、計画の 2-(4)- ② -3（※）
で、私立・公立すべての幼稚
園で同等のサービス提供体
制を確保することとして数
値を修正しました。

【寄せられた意見の概要と市の考え方】

　国の子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、市で
は、平成 27 年度以降の５年間について定める「（仮称）
新しい舞鶴市の子ども・子育て支援に関する計画」を
策定中です。
　このうち、子ども・子育て支援法に基づき策定する

「子ども・子育て支援事業計画」に該当する「乳幼児
期の学校教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の
提供体制の確保等に関する計画」の策定にあたり、市
パブリック・コメント手続制度（市民意見提出制度）
に基づいて意見を募集した結果、１人から１件の意見
の提出がありました（募集期間：11 月１日～ 21 日）。
　寄せられた意見は、計画（案）の修正などを行うも
のが１件でした。
　意見の概要と市の考え方は右表のとおり。
▶詳しくは、子ども支援課（☎ 66・1008）へ。

　市では、安心で安全な水を将来にわたり安定的に供
給するため「舞鶴市水道ビジョン」（平成 22 ～ 31 年
度）を策定し、さまざまな事業に取り組んできました。
前期計画が本年度末で終了することに伴い、これまで
の取り組み実績や水道事業をとりまく環境の変化を踏
まえ、後期計画（平成 27 ～ 31 年度）の見直しを進
めています。
　このたび、計画の素案がまとまりましたので市パブ
リック・コメント手続制度（市民意見提出制度）に基
づき、市民の皆さんから意見を募集します。
▪提出方法
　様式は自由。住所、氏名、電話番号を記入し、「舞鶴
市水道ビジョン 後期計画（案）に対する意見」と明記して、
郵送か持参、ファクス、電子メールで水道部業務課へ。
匿名、電話、口頭による意見は受け付けません。
▪募集期間
　１月 13 日㈫～２月６日㈮まで
▪素案の公表場所
　水道部業務課、情報公開コーナー、西支所、加佐分室、
各公民館、大浦・城南会館で閲覧可。水道部と市ホー
ムページにも掲載。

安心で安全な水の安定的な供給のために
水道ビジョン 後期計画（案）にご意見を

水道部

▪提出された意見の取り扱い
　提出された意見を考慮して最終案を策定。また、意
見の概要と意見に対する市の考え方を整理し、公表し
ます（氏名などは公表しません）。

▶詳しくは、水道部業務課（☎ 62・1633、ＦＡＸ 64・
6488）へ。

後期計画（案）の主な見直し項目
①　将来の「給水人口」と「水需要」の予測
②　水道施設の計画的な更新を行うための「ア
　　セットマネジメント（資産管理）手法」を
　　導入し、将来の更新事業費などを把握
③　前期計画期間の事業実績と評価を踏まえた
　　後期計画期間の事業内容と事業費
④　①～③を踏まえた長期経営見通し
⑤　水道事業運営に市民や学識経験者などの意
　　見や要望を反映させる仕組みを追加


